
【失敗事例】

平成27（2015）年５月

こども未来部子育て支援課

発生までの
経過

①平成27（2015）年５月25日（月）、放課後児童クラブ運営業務委
託事業者（以下「事業者」という。）より、子育て支援課に対し、複数
（５校）放課後児童クラブが合同で運動会を実施したいと旨の申し出が
あった。
　また、合同での運動会は、８月２１日（金）（以下「依頼日」とい
う。）に市民プラザ体育館での開催を予定しており、このため、当該施
設の優先使用に関する予約依頼があった。【資料№⑵－66－１】
②５月25日、申し出を受けた子育て支援課担当者は、施設の優先使用
に係る申請方法がわからなかったため、後日、前任者に確認した後に、
対応しようと考え、すぐに事務処理を行わなかった。
③６月５日（金）、子育て支援課担当者は、上記申請が未処理であった
ことを思い出し、前任者にその方法を確認し、スポーツ振興課に施設使
用申請を行ったところ、既に優先使用の受付は終了しており、また、依
頼日は、既に一般抽選による申し込みが入っていた。
④６月５日、子育て支援課担当者より、事業者に対し、事務の対応が遅
れたため、依頼日には既に予約が入っている旨を伝えた。
⑤６月17日（水）、８月中の同施設の空き状況及び同施設以外の代替
案を提示した。
⑥６月18日（木）、事業者より、「依頼日以外の開催が困難であるこ
と」及び「例年８月に実施しており、参加人数の関係で市民プラザ以外
の体育館の使用は安全面等で対応が不可能であること」との報告があっ
た。
⑦６月24日（水）、事業者より、今年度については、運動会を中止
し、代替案として、８月24日（月）に旧第六中学校運動広場体育館に
おいて、競技会を実施する旨の報告があった。
⑧本来であれば、保護者の観覧ができるところ、実施場所の変更に伴
い、観覧席を設けることができないため、児童のみの参加となった。

当時の対応

　
６月29日（月）、事業者より保護者宛に、運動会の中止及び運動会に
代わるイベントとして競技会を実施する旨の文書を配付した。

担当者が事務処理期限を意識せず、事務対応を行ったため。

①処理方法の分からない事務については、すぐに上司に確認するなど、
２人以上で情報共有するよう、改めて課内に周知した。
②事務処理について、書類を処理期限ごとに分けてファイルに保管し、
そのファイルを課内で共有できる場所に置くことで、チェック体制を強
化した。

【資料№⑵－66—１】門真市立社会体育施設等の優先使用に関する規
則

放課後児童クラブ運営事業に係る運動会の中止について
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